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  目      次  
    

   公安委員会規則 

 ○富山県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則         １ 

   告  示 

 ○富山県病院事業の設置等に関する条例の規定により知事が定める使用料  

  及び手数料についての一部改正                   ２ 

   公営企業管理規程 

 ○富山県企業局企業職員給与規程の一部を改正する管理規程       ３ 

   公  告 

 ○公共測量の実施                           

 ○公共測量の終了                          ５ 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規     則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年９月30日 

                  富山県公安委員会委員長 竹内 登美子  

富山県公安委員会規則第７号 

   富山県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則 

 富山県警察の組織に関する規則（昭和58年富山県公安委員会規則第３号）の一部 

を次のように改正する。 

 第３条の表組織犯罪対策課の項を次のように改める。 
 

 

 

 

組織犯罪対 

策課 

⑴ 組織犯罪（匿名・流動型犯罪グループによるものを含む。） 

 に関する企画及び情報の収集・分析に関すること。 

⑵ 組織犯罪（匿名・流動型犯罪グループによるものを含む。） 

 の捜査に関すること。 

⑶ 犯罪による収益の移転防止に関すること。 
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⑷ 暴力団排除活動及び暴力団対策法による行政命令・保護対 

 策、指定、資料管理等に関すること。 

⑸ 暴力団排除条例の運用に関すること。 

⑹ 暴力団対策及び薬物銃器対策の企画指導及び教養に関するこ 

 と。 

⑺ 暴力犯捜査及び薬物銃器捜査に関すること。 

   附 則 

 この規則は、令和６年10月１日から施行する。 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第388号 

   富山県病院事業の設置等に関する条例の規定により知事が定める使用    

   料及び手数料についての一部改正について 

 富山県病院事業の設置等に関する条例の規定により知事が定める使用料及び手数 

料について（昭和51年富山県告示第 313号）の一部を次のように改正する。 

  令和６年９月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 ４の表遺伝子検査料の項の次に次のように加える。 
 

長期収載

品選定療

養 

厚生労働大臣の定める評価療

養、患者申出療養及び選定療

養（平成18年厚生労働省告示

第 495号）第２条第15号に規

定する後発医薬品（以下「後

発医薬品」という。）のある 

同号に規定する新医薬品等 

（以下「先発医薬品」とい 

う。）であつて別に厚生労働 

１品 先発医薬品の薬価か

ら当該先発医薬品の

後発医薬品の薬価を

控除して得た価格に

４分の１を乗じて得

た価格を用いて診療

報酬の算定方法の例

により算定した点数

に10円を乗じて得た 

 

 大臣が定めるものの処方等又  額（消費税が課され  
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 は調剤を選択した場合の料金

の加算（別に厚生労働大臣が

定める場合を除く。） 

 る場合においては、

本項において算出し

た額に消費税分を加

えた額） 

 

   附 則 

 この告示は、令和６年10月１日から施行する。 

                              （医 務 課）  

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

管 理 規 程 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県企業局企業職員給与規程の一部を改正する管理規程を公表する。 

  令和６年９月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県公営企業管理規程第７号 

   富山県企業局企業職員給与規程の一部を改正する管理規程 

 富山県企業局企業職員給与規程（昭和41年富山県電気局管理規程第14号）の一部 

を次のように改正する。 

 附則第４項を次のように改める。 

４ 令和６年10月１日から令和７年３月31日までの間に限り、第10条第２項の規定 

 により会計年度任用職員給与条例の例による場合の富山県会計年度任用職員の給 

 与及び費用弁償に関する規則（令和２年富山県人事委員会規則第２号）別表第１ 

 の規定の適用については、同表中「 162,100」とあるのは、「 163,200」とする。 

   附 則 

 この管理規程は、令和６年10月１日から施行する。 

                           （企・経営管理課）  
 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 
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定により、砺波農林振興センター所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知 

があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和６年９月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（基準点測量） 

２ 作業期間 

  令和６年７月25日から令和７年１月31日まで 

３ 作業地域 

  砺波市 太田、柳瀬、久泉 地内 

 

 

公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、砺波農林振興センター所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知 

があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和６年９月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（基準点測量） 

２ 作業期間 

  令和６年７月31日から令和７年１月31日まで 

３ 作業地域 

  砺波市 大門、太郎丸 地内 

 

 

公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、新川農林振興センター所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知 
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があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和６年９月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（基準点測量） 

２ 作業期間 

  令和６年７月29日から令和６年12月27日まで 

３ 作業地域 

  魚津市長引野ほか地内 

 

 

公共測量の終了 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規 

定により、砺波土地改良区理事長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があ 

ったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和６年９月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（基準点測量） 

２ 作業期間 

  令和６年５月20日から令和６年７月24日まで 

３ 作業地域 

  砺波市 中野 地内 
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